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職 補 ― １ １ ２

令和７年３月３１日

各 府 省 官 房 長 等

各 行 政 執 行 法 人 の 長 殿

日本郵政株式会社人事部長

人事院事務総局職員福祉局長

「特定疾病に係る災害の認定手続等について」の一部改正について

（通知）

「特定疾病に係る災害の認定手続等について（平成２０年４月１日職補―１１

５）」の一部を下記のとおり改正したので、令和７年４月１日以降は、これによ

ってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを該当傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

第１ 特定疾病の認定手続関係 第１ 特定疾病の認定手続関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 災害の概要報告 ３ 災害の概要報告

人事院規則１６―０（職員の 人事院規則１６―０（職員の

災害補償）第２０条の規定によ 災害補償）第２０条の規定によ
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る報告は、運用通達第７（公務 る報告は、運用通達第７（公務

上の災害又は通勤による災害の 上の災害又は通勤による災害の

報告及び通知関係）の１に定め 報告及び通知関係）の１に定め

るところによるほか、次に掲げ るところによるほか、次に掲げ

る疾病の種類に応じ、それぞれ る疾病の種類に応じ、それぞれ

次に定めるところにより行うも 次に定めるところにより行うも

のとし、実施機関は、補償事務 のとし、実施機関は、補償事務

主任者から当該報告を受けた場 主任者からこの報告を受けた場

合には、速やかにその内容を人 合には、速やかにその内容を人

事院事務総局職員福祉局に報告 事院事務総局職員福祉局に報告

するものとする。 するものとする。

⑴ 心・血管疾患及び脳血管疾 ⑴ 心・血管疾患及び脳血管疾

患 患

「心・血管疾患及び脳血管 「心・血管疾患及び脳血管

疾患の公務上災害の認定につ 疾患の公務上災害の認定につ

いて（令和３年９月１５日職 いて（令和３年９月１５日職

補―２６６人事院事務総局職 補―２６６人事院事務総局職

員福祉局長）」別添２の心・ 員福祉局長）」別添２の心・

血管疾患及び脳血管疾患の簡 血管疾患及び脳血管疾患の簡

易認定調査票の次のアからオ 易認定調査票の次のアからオ

までに掲げる欄に所要事項を までに掲げる欄に所要事項を

記載し、又は必要な資料を添 記載し、又は必要な資料を添

付して行うものとする。 付して行うものとする。

ア 氏名、所属、職名、適用 ア 氏名、所属、職名、適用

俸給表、所属組織の組織図 俸給表、所属組織の組織図

及び座席図並びに人事記録 又は機構図及び人事記録



- 3 -

イ （略） イ （略）

ウ ２．災害発生前の業務従 ウ ２．災害発生前の業務従

事状況等（「発症前１週間 事状況等（「発症前１週間

の勤務状況調査票」及び「 の勤務状況の詳細」、「発

発症前６月間の勤務状況調 症前１月間の勤務状況の詳

査票」は、第一報において 細」及び「発症前６月間の

は、添付しなくとも差し支 勤務状況」については、そ

えない。） れぞれ超過勤務時間数の状

況及び交替制勤務、宿日直

勤務、出張等の状況を記載

すること。なお、別添「発

症前１週間の勤務状況調査

票」、「発症前１月間の勤

務状況調査票」及び「発症

前６月間の勤務状況調査票

」は添付しなくとも差し支

えない。）

エ （略） エ （略）

オ ４．健康状況等の欄中「 オ ４．健康状況等の欄中「

本人の身長及び体重」、「 本人の身長及び体重」、「

定期健康診断等の記録（災 定期健康診断等の記録、指

害発生前５年間）」、「指 導区分及び事後措置の内容

導区分及び事後措置」及び 」及び「本人の素因、基礎

「本人の素因、基礎疾患及 疾患及び既存疾患」

び既存疾患」

⑵ 精神疾患 ⑵ 精神疾患
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「精神疾患等の公務上災害 「精神疾患等の公務上災害

の認定について（平成２０年 の認定について（平成２０年

４月１日職補―１１４人事院 ４月１日職補―１１４人事院

事務総局職員福祉局長）」別 事務総局職員福祉局長）」別

添の精神疾患等の簡易認定調 添の精神疾患等の簡易認定調

査票の次のアからカまでに掲 査票の次のアからキまでに掲

げる欄に所要事項を記載し、 げる欄に所要事項を記載し、

又は必要な資料を添付して行 又は必要な資料を添付して行

うものとする。 うものとする。

ア 氏名、所属、職名、適用 ア 氏名、所属、職名、適用

俸給表、所属組織の組織図 俸給表、所属部署の組織図

及び座席図並びに人事記録 又は機構図及び人事記録

イ （略） イ （略）

ウ ２．災害発生前の業務従 ウ ２．災害発生前の業務従

事状況等（「災害発生前６ 事状況等（「災害発生前１

月間の勤務状況調査票」は 月間の勤務状況の詳細」及

、第一報においては、添付 び「災害発生前６月間の勤

しなくとも差し支えない。 務状況」については、それ

） ぞれ超過勤務時間数の状況

及び休日勤務、勤務間のイ

ンターバル、深夜勤務、極

端な不規則勤務、交替制勤

務、宿日直勤務、出張等の

状況を記載すること。なお

、別添「災害発生前１月間

の勤務状況調査票」及び「
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災害発生前６月間の勤務状

況調査票」は添付しなくと

も差し支えない。）

（削る） エ ３．災害発生前の本人の

言動等

エ ３．災害発生時の医師の オ ４．災害発生時の医師の

所見等の欄中「主治医の診 所見等の欄中「主治医の診

断書・意見」及び「診療録 断書・意見」及び「診療録

・診療要約」 ・診療要約」

オ ４．健康状況等の欄中「 カ ５．健康状況等の欄中「

定期健康診断等の記録、指 定期健康診断等の記録、指

導区分及び事後措置の内容 導区分及び事後措置」、「

（災害発生前５年間）」、 既往歴」（「主治医の診断

「既往歴」（「主治医の診 書・意見」及び「診療録・

断書・意見」及び「診療録 診療要約」はなくても差し

・診療要約」は、第一報に 支えない。）

おいては、添付しなくても

差し支えない。）

カ ５．日常生活等の欄中「 キ ６．日常生活等の欄中「

私生活上の事故（交通事故 私生活上の事故（交通事故

、犯罪被害等）、離婚、経 、犯罪被害等）、離婚、経

済問題（多額の借金等）等 済問題（多額の借金等）等

の心配事、家族・親族等に の心配事、家族・親族等に

ついての心配事（負傷、疾 ついての心配事（負傷、疾

病、死亡、事故等）の有無 病、死亡、事故等）の有無

」 」
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⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略）

⑸ 負傷に起因する複合性局所 ⑸ 負傷に起因する反射性交感

疼痛症候群（反射性交感神経 神経性ジストロフィー又はカ
とう

性ジストロフィー又はカウザ ウザルギー

ルギー）

運用通達第７（公務上の災 運用通達第７（公務上の災

害又は通勤による災害の報告 害又は通勤による災害の報告

及び通知関係）の１に掲げる 及び通知関係）の１に掲げる

事項及び次のアからエまでに 事項及び次のアからエまでに

掲げる事項を記載した書面に 掲げる事項を記載した書面に

より報告するものとする。こ より報告するものとする。こ

の場合において、アからエま の場合において、アからエま

でに掲げる事項については、 でに掲げる事項については、

なるべく具体的に記載するも なるべく具体的に記載するも

のとする。 のとする。

ア 複合性局所疼痛症候群の ア 反射性交感神経性ジスト
とう

原因となった負傷を公務上 ロフィー又はカウザルギー

の災害又は通勤による災害 の原因となった負傷を公務

と認定した理由（認定時の 上の災害又は通勤による災

一件書類を添付） 害と認定した理由（認定時

の一件書類を添付）

イ 複合性局所疼痛症候群の イ 反射性交感神経性ジスト
とう

原因となった負傷の部位、 ロフィー又はカウザルギー

程度 の原因となった負傷の部位

、程度

ウ・エ （略） ウ・エ （略）
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４～８ （略） ４～８ （略）

第２・第３ （略） 第２・第３ （略）

以 上


